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デジタル手続法※（令和元年５月31日公布）の概要①

①行政のデジタル化に関する基本原則等（行政手続オンライン化法の改正※）

情報通信技術を活用した行政の推進の基本原則

※法律の題名を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル行政推進法）」に変更

国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現

行政手続における情報通信技術の活用 デジタル化を実現するための情報システム整備計画

民間手続における情報通信技術の活用の促進

• 行政手続（申請及び申請に基づく処分通知）について、
オンライン実施を原則化（地方公共団体等は努力義務）

• 本人確認や手数料納付もオンラインで実施
（電子署名等、電子納付）

• 行政手続に関連する民間手続のワンストップ化
• 法令に基づく民間手続について、支障がないと認める場合に、
オンライン化を可能とする法制上の措置を実施

• オンライン原則や添付書類の撤廃を実現するための
情報システム整備計画、データの標準化、API（外部連携機能）の整備、
情報システムの共用化

行政手続のオンライン原則

添付書類の撤廃
• 行政機関間の情報連携等によって入手・参照できる情報
に係る添付書類について、添付を不要とする規定を整備
（登記事項証明書（2020年度情報連携開始予定）や戸籍謄抄
本等（2023年度に戸籍電子証明書の提供開始予定）、本人確認
書類（電子署名による代替）等を想定）

行政手続の原則オンライン化のために必要な事項

• 情報通信技術の利用のための能力等の格差の是正
（高齢者等に対する相談、助言その他の援助）

社会全体のデジタル化

情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、
①行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、
②行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる。

※正式名称：情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号）

デジタル・デバイドの是正

①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

デジタル化の基本原則
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②行政のデジタル化を推進するための個別施策

• 罹災証明書の交付事務等の個人番号利用事務への追加
• 社会保障分野の事務の処理のために、情報連携の対象の事務や情報を追加

個人番号利用事務及び情報連携対象の拡大（マイナンバー法）

（住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法）

デジタル手続法の概要②
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• 国外転出者の本人確認情報の公証 （戸籍の附票の記載事項の追加・記載された本人確認情報の保存・提供）
• 国外転出者による公的個人認証（電子証明書）・個人番号カードの利用
→ 国外転出者による公的個人認証（電子証明書）・個人番号カードを活用したオンライン手続・本人確認の実現

本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大（住民基本台帳法）
公的個人認証（電子証明書）・個人番号カードの利用者の拡大（公的個人認証法、マイナンバー法）

• 本人確認情報の長期かつ確実な保存及び公証 （住民票等の除票を除票簿として保存・安全確保措置等）
→ 情報通信技術を活用した個人の識別・認証を将来にわたり実現（オンライン手続・本人確認、添付書類省略の前提）

本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大（住民基本台帳法）

• 利用者証明用電子証明書の利用方法の拡大（暗証番号入力を要しない方式）
• 個人番号カードへの移行拡大（通知カードの廃止）

公的個人認証（電子証明書）・個人番号カードの利用者・利用方法の拡大（公的個人認証法、マイナンバー法）



地方公共団体の行政手続のオンライン利用促進に向けたこれまでの取組
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○ 「ＩＴ新改革戦略」（平成18年1月19日IT戦略本部決定）において「世界一便利で効率的な電子行政」の実現
を目標として掲げたことを受けて、総務省では、平成18年に地方公共団体に関する「オンライン利用
促進指針」を策定。

・指針において住民の利便性の向上や業務効率化の効果
が高いと考えられる手続を「オンライン利用促進対象
手続」（21手続）と位置づけ。

・行政手続オンライン化法※１11条の規定の趣旨を踏ま
え、毎年度、「オンライン利用促進対象手続」のオ
ンライン化の状況を公表（Ｐ.４）。

１．オンライン利用促進指針の策定

○ 平成30年５月、内閣官房IT総合戦略室の行った「行政手続等の棚卸し」の結果を踏まえ、「オンラ
イン利用促進指針」を改正し、「オンライン利用促進対象手続」に新たに13の手続を追加。更なるオ
ンライン利用の促進に取り組むよう助言。

＜追加されたオンライン利用促進対象手続＞

①児童手当の受給資格及び所得に関する現況の届出、②自動車の保管場所証明の申請、③自動車取得税の申告納付、④自動車税の賦課徴収
に関する事項の申告又は報告、⑤軽自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告、⑥住宅・土地統計調査、⑦給与支払報告書の提出、
⑧一時預かり事業の届出、⑨経済センサス活動調査（調査員調査）、⑩小売物価統計調査、⑪道路使用許可の申請、⑫保健師助産師看護師
法に基づく氏名等の届出、⑬特別徴収税額等の通知（特別徴収義務者に対するもの）

２．オンライン利用促進指針の改正

※１ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
※２ 国の申請等手続（改善促進手続（57手続））のオンライン利用率は46％（H28年度実績）
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地方公共団体における行政手続のオンライン利用の状況

4

地方公共団体における行政手続のオンライン利用の状況については、「電子自治体オンライン利用促
進指針」（平成18年７月28日策定、平成30年５月31日改正）において、総務省は、地方公共団体の取組
をフォローアップするため、毎年度オンライン利用率の把握を行い公表することとされており、今般、平成
29年度の状況を取りまとめました。

（１）利用促進対象手続(21手続)の全体のオンライン利用状況
年度 年間総手続件数（推計） オンライン利用件数 オンライン利用率

平成29年度 390,757 千件 204,741千件 52.4％

平成28年度 389,170 千件 199,208千件 51.2％

平成27年度 384,473 千件 188,832千件 49.1％

対象手続に関して既にオンライン化している団体における、
総手続件数と人口を基に算出した全国における推計値

※2:平成30年３月30日に公表した平成28年度分の調査結果の一部に集計誤りがあったため、年間総手続件数（推計）・オンライン利用件数・オンライン利用率を修正しています。
（参考：修正前……年間手続総件数397,823千件、オンライン利用件数204,526千件、オンライン利用率51.4%、文化・スポーツ施設等の予約等54.8%）

（２）利用促進対象手続(21手続)の年間総手続件数（推計）上位３手続のオンライン利用率

※2

手続の類型及び年間総手続件数（推計） 平成29年度 平成28年度
図書館の図書貸出予約等 [ 125,484千件 ] 67.7% 66.8%
地方税申告手続（ eLTAX ） [ 107,468千件 ] 55.5% 53.1%
文化・スポーツ施設等の利用予約等 [ 93,387千件 ] 55.4% 54.2%

なお、平成30年５月に改正した「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」（平成30年５月31日付け総務省大臣官房地域力創造審議官通知）において追加指定した
13手続に関しては、平成30年度実績について平成31年度末に公表予定。

※2

※1：

※1

※1



地方公共団体における電子申請システムの整備状況について
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(平成31年4月時点 総務省調べ）

共同利用, 37 団体

(78.7%)

単独利用, 10 団体

(21.3%)
都道府県

共同利用, 1,130 団体(64.9%)
うち都道府県と共同利用：1,017団体(58.4%) 

市区町村間との共同利用：113団体(6.5%)

単独利用, 351 団体

(20.2%)
うちマイナポータルのみ

利用団体：19団体(1.1%)

未導入,

260 団体

(14.9%)

市区町村

都道府県、全団体において何らかの手続（「eLTAX」は除く。）で、電子申請システムとして
整備。
市区町村1,481団体（85.1％）で何らかの手続（「マイナポ」含め、「eLTAX」は除く。）で、
電子申請システムとして整備、未整備260団体（14.9％）。



マイナポータルの「ぴったりサービス」について
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・H29.７～ 市町村の手続検索（内容確認）が可能に（※）（まずは「子育て」手続から（「子育てワンストップ」））

・H29.10～ 検索した手続のオンライン申請が可能に（※※）

・H31.1 「介護保険ワンストップ」について、ガイドラインを公開。

・H31.3    「被災者支援ワンストップ」について、ガイドラインを公開。

・今後 「障がい」「引越・死亡相続」をはじめ、ガイドラインを策定予定。

以上の分野・手続に限らず、市町村は、様々な分野・手続のオンライン申請実現が可能。
※ 市町村において手続を登録することが必要（「子育て」については、H31.3時点で1,551団体が対応）。
※※ 市町村においてマイナポータルと接続することが必要。H31.3時点で909団体が対応し、電子申請が可能。

＜「ぴったりサービス」の画面イメージ＞



都道府県別 子育てワンストップ 電子申請対応市区町村数（H31.3.31時点）

※「ぴったりサービスの取組状況に関するフォローアップ（第4回）」の回答を集計したもの
・対応率：各都道府県の域内の団体数に対する対応団体数の割合 ・人口カバー率：都道府県の人口に対する対応団体の人口の割合

No. 都道府県 対応団体数 対応率 人口カバー率

1 北海道 51/179 28.5% 70.3%

2 青森県 14/40 35.0% 74.8%

3 岩手県 14/33 42.4% 46.0%

4 宮城県 17/35 48.6% 77.1%

5 秋田県 24/25 96.0% 99.7%

6 山形県 4/35 11.4% 41.2%

7 福島県 4/59 6.8% 24.6%

8 茨城県 33/44 75.0% 79.9%

9 栃木県 22/25 88.0% 64.7%

10 群馬県 6/35 17.1% 25.5%

11 埼玉県 50/63 79.4% 91.9%

12 千葉県 33/54 61.1% 82.7%

13 東京都 24/62 38.7% 60.4%

14 神奈川県 11/33 33.3% 76.4%

15 新潟県 16/30 53.3% 78.6%

16 富山県 15/15 100.0% 100.0%

17 石川県 13/19 68.4% 79.4%

18 福井県 13/17 76.5% 86.9%

19 山梨県 25/27 92.6% 99.8%

20 長野県 65/77 84.4% 92.8%

21 岐阜県 41/42 97.6% 94.6%

22 静岡県 25/35 71.4% 85.8%

23 愛知県 27/54 50.0% 46.9%

24 三重県 12/29 41.4% 59.4%

No. 都道府県 対応団体数 対応率 人口カバー率

25 滋賀県 8/19 42.1% 34.9%

26 京都府 9/26 34.6% 79.8%

27 大阪府 20/43 46.5% 72.5%

28 兵庫県 25/41 61.0% 76.6%

29 奈良県 19/39 48.7% 86.6%

30 和歌山県 24/30 80.0% 92.8%

31 鳥取県 8/19 42.1% 81.8%

32 島根県 3/19 15.8% 60.5%

33 岡山県 11/27 40.7% 73.4%

34 広島県 11/23 47.8% 83.4%

35 山口県 8/19 42.1% 40.4%

36 徳島県 22/24 91.7% 96.8%

37 香川県 11/17 64.7% 91.5%

38 愛媛県 14/20 70.0% 82.3%

39 高知県 3/34 8.8% 49.2%

40 福岡県 49/60 81.7% 84.8%

41 佐賀県 6/20 30.0% 49.6%

42 長崎県 4/21 19.0% 36.8%

43 熊本県 20/45 44.4% 80.6%

44 大分県 16/18 88.9% 91.9%

45 宮崎県 10/26 38.5% 73.7%

46 鹿児島県 43/43 100.0% 100.0%

47 沖縄県 6/41 14.6% 29.7%

・色かけは、対応率、人口カバー率ともに５０％未満
の都道府県（１０団体）
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新潟県三条市 ぴったりサービス利用拡大（平成30年４月～）

引用：http://www.city.sanjo.niigata.jp/joho/page00058.html

マイナポータル・ぴったりサービスの積極的な活用事例
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市町村のデジタル化推進のために～都道府県に対する期待
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〇 市町村のデジタル化推進のために、都道府県の役割は大変重要。

〇 市町村に対し、以下の推奨・助言をいただき、強力にけん引いただくことを期待。

① 手続のオンライン化の推進
◇ 「オンライン利用促進対象手続（34手続）」のオンライン化
◇ マイナポータルを通じた子育て・介護・被災者支援ワンストップの実現
◇ 様々な分野の手続オンライン化

② 汎用電子申請システムとの接続
・ 市町村の様々な分野の手続オンライン化には、各市町村において、マイナポータル等の分野横断的な「汎用
電子申請システム」（※）と接続することがポイント。

・ マイナポータルの電子申請受付機能を活用すれば、様々な分野の手続オンライン化を容易に実現できる。
【モデル自治体：三条市】
・ コンビニ交付参加団体は、コンビニ交付基盤をマイナポータルとの接続基盤として活用できるため、スピー
ディかつ低コストで、様々な分野の手続オンライン化を実現できる。

③ 汎用電子申請システムの共同利用の促進
・ 各市町村の個別の取組が進展しない場合、市町村の共同利用について、都道府県が先導して検討いただくこ
とを期待。

・ 各都道府県におかれては、市町村の導入の実情を踏まえ、最適な共同利用の方法（下記のパターンA、パター
ンB又はそのハイブリッド等）を検討いただき、都道府県内の市町村の共同利用を促進していただくことを期待。
＜パターンA＞マイナポータルの共同利用を推進
＜パターンB＞既存の汎用電子申請システムの共同利用を推進

○ 今後、総務省が各都道府県に対する調査を行う予定。

（※）特定の事務の電子申請システム（例：施設利用予約等）ではなく、様々な分野の事務に係る電子申請を受け付けるシステム（マイナポータルは当該機能を有する）



「汎用電子申請システム」の共同利用の方法イメージ
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○「汎用電子申請システム」（※）は、地方自治体のデジタル化を進める上で重要な基盤。

○「汎用電子申請システム」の共同利用は、Ａパターン、Ｂパターン、それらのハイブリッド等、様々な方法が考えられる。

＜Ａパターン＞

マイナポータル

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

既存の汎用電子申請
システム

マイナポータル

＜Ｂパターン＞

（※）汎用電子申請システム
：特定の事務の電子申請システム（例：施設利用予約等）ではなく、様々な分野の事務に係る電子申請を受け付けるシステム（マイナポータルは当該機能を有する）

マイナポータルとの接続のための
ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス
を共同利用することで、マイナ
ポータルの共同利用が一気に
進んだ県もある

コンビニ交付導入団体は、コン
ビニ交付基盤を、マイナポータル
との接続基盤として活用できる

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

リンク等



自治体Pitch（ピッチ）とは
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○ 自治体Pitch（ピッチ）とは、設計段階から、地方自治体職員と開発者（ベンダー等）が利用者視点
に立ったサービスデザイン思考の下、対話を重ねながら、地方自治体が共同利用することを前提として
開発したシステムやアプリケーション等を、開発者（ベンダー等）が複数の地方自治体に対して提案する場
のことを指す。

概要

優良システム
等

Ｂ町 Ｃ村

全国的なサービスとして展開

システムＡ システムＢ システムＣ

個別にバラバラに展開

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

課題 ニーズ

共同利用を前提として開発・提案

問題点問題点

Ａ市

設計段階から複数の
地方公共団体が参加

A市 B町 C村 開発者（ベンダー等）

【現状】 【目指す姿】


